
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 旧焼却施設の解体工事の中で土壌調査（概況調査）を実施した結果、敷地内

の一部で「鉛」と「ダイオキシン類」が基準値を上回る数値が示されました。 

今後、土壌汚染対策法などに基づき詳細調査（汚染の範囲や深さ）を実施し、

その結果を踏まえ土壌汚染の対策を講じてまいります。 

なお、汚染物質については計測等により、外部への拡散や流出（溶出など）

等が無いことを確認しております。 

また、土壌汚染の対策に伴い旧焼却施設の解体工事の工期が 5か月程度、延

長する見込みとなります。詳細が確定でき次第、皆様にお知らせいたします。 

引き続き、解体工事等の施工に際しては、万全の安全対策を講じてまいりま

すので、御理解・御協力をお願い申し上げます。 

 

１．現 在 の 工 期：令和元年 10 月 29 日～令和３年９月 30 日 
 
２．工事の進捗率：80.7%（実績）／81.5%（計画） ５月末日現在 
              ※建物内部の焼却施設の設備・機器類等の解体工事 を実施中、  

７月中に建物外壁部の除却に着手する予定です。 
 

 

裏面につづく。 
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３.概況調査結果〔令和３年５月末〕 
⑴土壌ガス調査：14 地点で調査したところ、全ての地点で基準値に適合しております。 
⑵土壌溶出量調査：42 地点で調査したところ、全ての地点で基準値に適合しております。 
⑶土壌含有量調査： 

52 地点で調査したところ、１地点(10m×10m)において、鉛の基準値を超過（830 
㎎/kg＞150 ㎎/kg）、５地点(10m×10m×５か所)において、ダイオキシン類の基準値
を超過（1,500pg-TEQ／g＞1,000pg-TEQ／g）しております。 
なお、その他の 47 地点（１地点重複）は、基準値に適合しております。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

４．現状の対応 
調査後、コンクリートや養生シートにより修復、拡散防止措置を実施しております。 

 
５．今後の対応等 

土壌汚染対策法等に基づき、今後実施する詳細調査（汚染の範囲の確認）の結果を
踏まえ、適正に汚染土壌の措置を実施いたします。 
なお、詳細調査の実施や事務手続き、措置作業等により、5 か月程度の工期延長が見

込まれ、解体後のストックヤード整備事業についても同様となります。 

調査内容 調査項目 

⑴土壌ガス調査 

（12 項目） 

クロロエチレン・四塩化炭素・1,2－ジクロロエタン・1,1-ジクロロエチレン・ 

1,2-ジクロロエチレン・1,3-ジクロロプロペン・ジクロロメタン・テトラクロロエチレン・ 

1,1,1-トリクロロエタン・1,1,2-トリクロロエタン・トリクロロエチレン・ベンゼン 

⑵土壌溶出量調査 

（９項目） 

カドミウム及びその化合物・六価クロム化合物・シアン化合物・ 

水銀及びその化合物・セレン及びその化合物・鉛及びその化合物・ 

砒素及びその化合物・ふっ素及びその化合物・ほう素及びその化合物 

⑶土壌含有量調査 

（９項目） 

カドミウム及びその化合物・六価クロム化合物・シアン化合物・ 

水銀及びその化合物・セレン及びその化合物・鉛及びその化合物・ 

砒素及びその化合物・ふっ素及びその化合物・ほう素及びその化合物 


